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事案の概要

　本件は、特許第5456973号に対する無効審判請求（無効2015−800143号）において、特許権者の訂正請
求を認容した上で当該特許を無効とした審決について、請求項１ないし９に係る発明の特許を無効とし
た部分の取消訴訟である。争点は、①進歩性判断の当否、②実施可能要件適合性判断の当否、及び③サポー
ト要件適合性判断の当否である。
　訂正後の請求項１に記載された発明（訂正後発明１）は、次のとおりである。

【請求項１】

平成 30 年      月          日（月）

No.  14770　１部370円（税込み）

9 10

≪知的財産高等裁判所≫
審決取消請求事件

（ウェーハレベルパッケージングにおけるフォトレジストストリッピングと
残渣除去のための組成物及び方法−出願後の試験データの参酌）［上］（全２回）

－平成29年（行ケ）第10143号、平成30年７月５日判決言渡－



特 許 ニ ュ ー ス 平成30年９月10日（月曜日）（　　　）（第三種郵便物認可）2

　上に回路又は回路の一部が存在する、集積回路基板から、ウェーハレベルパッケージング基板から、
又はプリント基板から、ポリマー、エッチング残渣、アッシング残渣、又はそれらの組合せを除去する
ための組成物であって、前記組成物が、
　下記構造：
　【化１】
　

1 
 

X R1 R2 R3 R4

0.4
% 30 %

X R5 R6 R7

0.1 % 5 %
pH 7

（式中：Xは、ヒドロキシドであり、R１は、メチルであり、かつR２、R３、及びR４は、独立にメチル、エ
チル、ヒドロキシメチル又はヒドロキシエチルである）を有する0.4質量%〜30質量%の有機アンモニウム
化合物と、
　下記構造：
　【化２】
　

1 
 

X R1 R2 R3 R4

0.4
% 30 %

X R5 R6 R7

0.1 % 5 %
pH 7

（式中：Xは、サルフェートであり、R５は、水素であり、かつR６及びR７は、水素である）を有する0.1質
量%〜５質量%のオキソアンモニウム化合物と、水とを含み、
　前記組成物のpHが７より高く、
　前記組成物が、前記基板と関係がある回路、又はその一部の動作性を維持しながら、前記基板から、
前記ポリマー、エッチング残渣、アッシング残渣、又はそれらの組合せを除去することができる、組成物。

判示事項

１　本件訂正発明の特徴
１．１　本件訂正発明は、集積回路、半導体パッケージ、及びプリント基板の製作に関する。さらに詳

しくは、本実施態様は、下層にある基板又は材料を傷つけずに、ポリマーを除去し、エッチング/アッ
シング残渣を洗浄するための組成物と方法に関する。

１．２　WLP（判決注：ウェーハレベルパッケージング）プロセスの際、ボンドパッド分布及びはん
だバンプ構築のため等、ウェーハ上にパターンの輪郭を描くためにフォトリソグラフィー工程が必
要である。半導体ウェーハ及びプリント基板（PCB）の製造では、基板をフォトレジストで被覆す
る。エッチング又は添加物質の沈着後、残存フォトレジストを除去しなければならないが、加工し
たウェーハ又はPCBの露出している他の材料を腐食せずにフォトレジストをストリッピング又は除
去するのに選択し得るストリッパーを見つけることは難しい。望ましいものは、許容しうるレベル
の腐食しか引き起こさないストリッパーである。

従来のフォトレジストストリッパーは溶媒とアルカリ性塩基を含む。これらのフォトレジスト
ストリッパー、及び他の水性ストリッパーは、硬いベークドフォトレジストを完全には除去できず、
かつ下層にある基板の冶金（特に配線材料として銅が用いられている）を腐食する。

１．３　本件訂正発明は、特に、IC、ウェーハ基板上のWLP回路、及びPCBから、ポリマー、エッチン
グ後残渣、及び酸素アッシング後残渣を除去するための組成物と方法を提供することによって、上
記限界及び欠点を克服するものであり、基板を、有効量の有機アンモニウム化合物、約２〜約20質


